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（別紙） 

令和５年度の地方公営企業繰出金について 

 

 

最近における社会経済情勢の推移、地方公営企業の現状にかんがみ、地方公営

企業法等に定める経営に関する基本原則を堅持しながら、地方公営企業の経営

の健全化を促進し、その経営基盤を強化するため、毎年度地方財政計画において

公営企業繰出金を計上することとしています。 

  その基本的な考え方は、下記のとおりですので、地方公営企業の実態に即しな

がら、運営していただくようお願いします。 

  なお、一般会計がこの基本的な考え方に沿って公営企業会計に繰出しを行っ

たときは、その一部について地方交付税等において考慮するものですので、御承

知願います。 

  貴都道府県内市町村等に対しましても、周知されるようお願いします。 

 

記 

 

第１ 上水道事業 

  １ 消火栓等に要する経費 

（１）趣旨 

公共消防のための消火栓に要する経費その他水道を公共の消防の用に

供するために要する経費について一般会計が負担するための経費であ

る。 

（２）繰出しの基準 

消火栓の設置及び管理に要する経費、消火栓の設置に伴う水道管の増

設、口径の増大等に要する経費等に相当する額とする。 

  

２ 公共施設における無償給水に要する経費 

（１）趣旨 

公園その他の公共施設において水道を無償で公共の用に供するために

要する経費について一般会計が負担するための経費である。 

（２）繰出しの基準 

公共施設において水道を無償で公共の用に供するための施設の設置及

び管理に要する経費に相当する額とする。 

 

３ 上水道の出資に要する経費 
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（１）趣旨 

上水道事業の経営基盤の強化及び資本費負担の軽減を図るための出資

に要する経費である。 

（２）繰出しの基準 

繰出しの対象となる経費は、次に掲げる額の合計額とする。 

    ア 国庫補助（生活基盤施設耐震化等交付金（以下第１において「交付金」

という。）を財源とした都道府県補助を含む。）の対象となった水道水源

施設及び水道広域化施設に係る建設改良費の３分の１ 

    イ 国庫補助の対象となった水道水源施設（当該施設の建設改良に係る

費用が建設仮勘定に計上されているものに限る。）に係る平成元年度以

前の各年度における建設改良費の３分の１（建設時に出資を行った場

合については 30分の７）に相当する企業債に係る元利償還金及び独立

行政法人水資源機構に対する負担金の３分の１ 

    ウ 国庫補助の対象となった水道広域化施設（当該施設の建設改良に係

る費用が建設仮勘定に計上されているものに限る。）に係る平成元年度

以前の各年度における建設改良費（超過率の適用があったものについ

ては当該建設改良費に超過率を乗じて得た額）の３分の１（建設時に出

資を行った場合については 30分の７）に相当する企業債に係る元利償

還金 

    エ 「「水道広域化推進プラン」の策定について」（平成 31年１月 25日付

け総財営第 85号、生食発第 0125第４号）により策定した「水道広域化

推進プラン」に基づき広域化のために実施する地方単独事業並びに交

付金のうち広域化事業、運営基盤強化等事業及び水道施設共同化事業

として補助を受けた事業に係る事業費（当該施設の建設改良費に係る

国庫補助金等の企業債以外の特定財源を除く。以下３において同じ。）

の２分の１ 

  オ  国庫補助（交付金を財源とした都道府県補助を含み、飛地区域簡易

水道及び給水区域内無水源地域簡易水道に係る国庫補助に限る。）の対

象となった未普及地域解消に資する施設に係る建設改良費の３分の１ 

    カ 次に掲げる災害・安全対策事業に係る事業費 

（ア）次に掲げる事業のうち、地震防災対策特別措置法（平成７年法律第

111号）第２条の地区（人口及び産業の集積等の社会的条件、地勢等

の自然的条件等を総合的に勘案して、地震により著しい被害が生ず

るおそれがあると認められる地区）を給水区域に含む水道事業者が、

災害対策の観点から実施するもの 

① 送・配水管の相互連絡管等の整備事業、配水池能力の増強事業、緊
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急遮断弁の整備事業、応急給水槽の整備事業及び自家発電設備の整

備事業（主として施設運転用電力に係るものに限る。）に係る事業費

の２分の１ 

なお、いずれの事業においても更新・改築事業を除くものとする。 

② 浄水場、配水池等の基幹水道構造物の耐震化事業（更新・改築事業

を対象とする。ただし、耐用年数を経過した施設の更新・改築事業は

除く。）に係る事業費の４分の１ 

③ 前年度末時点で「公営企業の経営に当たっての留意事項について」

（平成 26年８月 29日付け総財公第 107号、総財営第 73号、総財準

第 83号）に基づく経営戦略（以下「経営戦略」という。）を策定した

末端給水事業者が実施する水道管路（交付金のうち水道管路緊急改

善事業の対象となる管種に限る。）の耐震化事業に係る事業費のうち

通常の耐震化事業に上積みして実施するものの４分の１ 

この場合、耐震化事業費のうち通常の耐震化事業とは、当該団体の

平成 27 年度から平成 29 年度の３か年に実施した耐震化事業費の平

均をいうものであること 

④ ③の末端給水事業者のうち、前々年度における有収水量１㎥当た

りの給水収益（以下「供給単価」という。）が 181円以上であって、

有収水量１㎥当たりの資本費が 148 円以上又は有収水量１㎥当たり

の資本費が 111 円以上かつ有収水量１㎥当たりの管路延長が 0.112

ｍ以上のものについては、③の耐震化事業に係る事業費のうち通常

の耐震化事業に上積みして実施するものの２分の１ 

（イ）土砂災害警戒区域における土砂流入防止壁その他土砂災害対策に

必要な施設の整備事業（更新・改築事業を除く。）に係る事業費の２

分の１ 

（ウ）津波浸水想定区域、洪水浸水想定区域、雨水出水浸水想定区域、高

潮浸水想定区域等における防水扉、止水堰その他浸水災害対策に必

要な施設の整備事業（更新・改築事業を除く。）に係る事業費の２分

の１ 

（エ）公共用水域の汚濁に起因する物質等を除去するために行う浄水場

の施設整備事業のうち次のいずれかの要件を満たすものに係る事業

費の２分の１ 

① 水源水質について、トリハロメタン、有機フッ素化合物（ＰＦＯＳ

又はＰＦＯＡに限る。）等人の健康に障害を与えるおそれのある物質

の濃度が、人の健康を保持するのに必要なレベルを超えている、又

は超えるおそれがあること 
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② クリプトスポリジウム等の病原性原虫による汚染に対処するため

のろ過施設又は紫外線処理施設を整備する場合において、水源水質

中に大腸菌、嫌気性芽胞菌若しくはクリプトスポリジウム等が検出

されたことがあること又は取水施設の上流等に糞便の処理施設等

（し尿処理施設、下水の処理施設又は家畜糞尿の処理･貯留施設）が

存在し、それらが検出されるおそれがあること 

ただし、地表水の水を原水とする浄水場において紫外線処理施設

のみを整備する場合にあっては、ろ過施設（急速ろ過、緩速ろ過、膜

ろ過等）を備えていること 

 

４ 上水道の水源開発に要する経費 

（１）趣旨 

ダム等の水源開発施設の建設に伴う資本費の増嵩に対処するため、企

業債元利償還金及び独立行政法人水資源機構に対する負担金の一部につ

いて繰り出すための経費である。 

（２）繰出しの基準 

国庫補助の対象となった水道水源施設（当該施設の建設改良に係る費

用が建設仮勘定に計上されているものを除く。）に係る平成元年度以前の

各年度における建設改良費の３分の１（建設時に出資を行った場合につ

いては 30分の７）に相当する企業債に係る元利償還金及び独立行政法人

水資源機構に対する負担金の３分の１とする。 

 

５ 上水道の広域化対策に要する経費 

（１）趣旨 

上水道の広域経営を促進するため、基幹施設の建設を行った都道府県

営上水道事業等に対し、企業債元利償還金の一部について繰り出すため

の経費である。 

（２）繰出しの基準 

国庫補助の対象となった水道広域化施設（当該施設の建設改良に係る

費用が建設仮勘定に計上されているものを除く。）に係る平成元年度以前

の各年度における建設改良費（超過率の適用があったものについては当

該建設改良費に超過率を乗じて得た額）の３分の１（建設時に出資を行っ

た場合については 30分の７）に相当する企業債に係る元利償還金とする。 

 

６ 上水道の高料金対策に要する経費 

（１）趣旨 
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自然条件等により建設改良費が割高のため資本費が著しく高額とな

り、高水準の料金設定をせざるを得ない上水道事業について、料金格差の

縮小に資するため、資本費の一部について繰り出すための経費である。 

（２）繰出しの基準 

ア 繰出しの対象となる上水道事業は、前年度末時点で経営戦略を策定

している次の事業とする。 

（ア）末端給水事業のうち、前々年度における供給単価が 181円以上であ

って、有収水量１㎥当たりの資本費が 148 円以上かつ有収水量１㎥

当たりの給水原価が 244円以上の事業 

（イ）複数の簡易水道事業が事業統合して設置された上水道事業又は簡

易水道事業が事業統合された上水道事業（以下「統合水道」という。）

であって、平成 27年４月２日以降に給水を開始したもののうち、事

業統合前の上水道事業が（ア）を満たす場合又は事業統合前の簡易水

道事業が第６の２（２）アに定める要件を満たす場合 

（ウ）複数の上水道事業（統合水道を含む。）又は簡易水道事業が市町村

の区域を越えて経営統合して設置された上水道事業（以下「広域水

道」という。）であって、平成 30年４月２日以降に給水を開始したも

ののうち、経営統合前の上水道事業が（ア）を満たす場合、経営統合

前の統合水道が（イ）を満たす場合又は経営統合前の簡易水道事業が

第６の２（２）アに定める要件を満たす場合 

イ 繰出しの基準額は、次に掲げる額の合計額とする。 

（ア）ア（ア）に該当する事業については、前々年度における有収水量１

㎥当たりの資本費のうち 148 円を超える額に、前々年度における年

間有収水量を乗じて得た額 

（イ）ア（イ）に該当する事業については、事業統合前の上水道事業又は

簡易水道事業がなお事業統合前の給水区域をもって存続した場合に

（ア）又は第６の２（２）により算定した基準額の合計額から統合水

道に係る（ア）により算定した基準額（ア（ア）に該当しない事業は

０）を控除した額に、次の表の率を乗じて得た額 

 

 

経過年度の区分 乗率 

給水を開始した日の属する年度の翌年度（給水を

開始した日が４月１日の場合は給水を開始した

日の属する年度。以下同じ。）から起算して１年

目から５年目までの年度 

1.0 
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給水を開始した日の属する年度の翌年度から 

起算して６年目の年度 
0.9 

給水を開始した日の属する年度の翌年度から 

起算して７年目の年度 
0.7 

給水を開始した日の属する年度の翌年度から 

起算して８年目の年度 
0.5 

給水を開始した日の属する年度の翌年度から 

起算して９年目の年度 
0.3 

給水を開始した日の属する年度の翌年度から 

起算して 10年目の年度 
0.1 

 

（ウ）ア（ウ）に該当する事業については、経営統合前の上水道事業、簡

易水道事業又は統合水道が、なお経営統合前の給水区域をもって存

続した場合にそれぞれ（ア）又は第６の２（２）により算定した基準

額の合計額から広域水道に係る（ア）により算定した基準額（ア（ア）

に該当しない事業は０）を控除した額に、（イ）の表の率を乗じて得

た額 

 

７ 統合水道に係る事業統合前の簡易水道の建設改良に要する経費 

（１）趣旨 

統合水道の経営基盤の強化及び資本費負担の軽減を図るため、事業統

合前の簡易水道事業に係る建設改良のために発行された企業債の元利償

還金の一部について繰り出すための経費である。 

（２）繰出しの基準 

繰出しの対象となる経費は次に掲げる額の合計額とする。 

ア 統合水道に係る事業統合前の第６の１（２）アに規定する簡易水道の

建設改良費について発行された企業債に係る元利償還金の 100分の 55 

イ 統合水道に係る事業統合前の第６の１（２）イに規定する簡易水道の

建設改良費について発行された企業債に係る元利償還金の２分の１ 

ただし、統合水道に係る事業統合前の第６の１（２）イただし書に規

定する簡易水道の建設改良費について発行された企業債に係る元利償

還金がある場合にあっては、当該元利償還金に相当する額を加えるも

のとする。 

 

８ 統合水道に係る事業統合後に実施する建設改良に要する経費 

（１）趣旨 
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経営基盤の強化及び資本費負担の軽減を図るため、事業統合後に実施

する建設改良のために発行された企業債（上水道事業分）の元利償還金の

一部について繰り出すための経費である。 

（２）繰出しの基準 

繰出しの対象となる経費は次に掲げる額の合計額とする。 

ア 前年度末時点で経営戦略を策定した統合水道（平成 19年度以降に事

業統合したものに限る。イ及びウにおいて同じ。）のうち、前々年度に

おける統合水道に占める旧簡易水道区域の給水人口比率の割合が 10％

以上又は有収水量１㎥当たりの資本費が 83円以上若しくは有収水量１

㎥当たりの給水原価が 168 円以上のものが地方単独事業として実施す

る旧簡易水道施設の建設改良のために発行された企業債（令和５年度

に同意又は許可を得たもの（発行について地方財政法（昭和 23年法律

第 109 号）第５条の３第６項の規定による届出がされた地方債のうち

同条第１項の規定による協議を受けたならば同条第 10項に規定する基

準に照らして同意をすることとなると認められるものを含む。以下同

じ。）に限る。）に係る元利償還金の２分の１ 

なお、旧簡易水道施設とは、簡易水道施設であった水道施設（平成 19

年４月１日以後の当該水道施設に係る簡易水道事業の廃止又は変更

（他の簡易水道事業を譲り受けることに伴い、簡易水道事業以外の水

道事業となったものに限る。）により簡易水道施設でなくなったものに

限る。イにおいて同じ。）であること。 

イ 統合水道が地方単独事業として実施する旧簡易水道施設の建設改良

のために発行された企業債（令和３年度又は令和４年度に同意又は許

可を得たもののうち、当該各年度における繰出しの基準に該当するも

のに限る。）に係る元利償還金の２分の１ 

ウ 統合水道が実施する国庫補助（交付金を財源とした都道府県補助を

含む。ただし、簡易水道再編推進事業及び生活基盤近代化事業に係るも

のに限る。）の対象となった建設改良のために発行された企業債に係る

元利償還金の２分の１（ただし、旧過疎地域自立促進特別措置法（平成

12年法律第 15号）第２条第１項に規定する過疎地域又は辺地に係る公

共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律（昭和

37年法律第 88号）第２条に規定する辺地において事業統合後に実施す

る建設改良のために発行された企業債（平成 19年度から令和２年度ま

でに同意又は許可を得たものに限る。）に係る元利償還金にあっては５

分の３） 
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第２ 中水道事業 

中水道の建設改良に要する経費 

（１）趣旨 

中水道事業の資本費負担の軽減を図るため、単独事業に係る企業債（平

成 15 年度以前に発行したものに限る。）の元利償還金の一部について繰

り出すための経費である。 

（２）繰出しの基準 

単独事業に係る企業債（平成 15年度以前に発行したものに限る。）の元

利償還金の２分の１とする。 

 

第３ 工業用水道事業 

消火栓等に要する経費 

（１）趣旨 

公共消防のための消火栓に要する経費その他水道を公共の消防の用に

供するために要する経費について一般会計が負担するための経費であ

る。 

（２）繰出しの基準 

消火栓の設置及び管理に要する経費、消火栓の設置に伴う水道管の増

設、口径の増大等に要する経費等に相当する額とする。 

 

第４ 交通事業 

１ 軌道撤去及び路面復旧等に要する経費 

（１）趣旨 

軌道事業の経営以外の理由により必要を生じた軌道敷の維持、修繕

及び改良（以下「軌道敷の維持等」という。）並びに軌道の撤去及びこ

れに伴う路面の復旧（以下「軌道の撤去等」という。）に要する経費に

ついて一般会計が負担するための経費である。 

（２）繰出しの基準 

軌道事業の用に供する車両以外の車両が通行することにより必要を

生じた軌道敷の維持等及び道路における交通の混雑を緩和するため当

該軌道事業を経営する地方公共団体の長が必要と認めた場合に行う軌

道の撤去等に要する経費並びに軌道の撤去等に係る企業債元利償還金

に相当する額とする。 

 

２ ＬＲＴシステムの整備に要する経費 

（１）趣旨 
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高機能路面電車システムであるＬＲＴシステムの構築を促進するた

め、建設改良費の一部について繰り出すための経費である。 

（２）繰出しの基準 

国庫補助事業の対象となったＬＲＴシステム整備事業に係る建設改良

費の４分の１とする。 

 

３ 地下高速鉄道等の出資に要する経費 

（１）趣旨 

地下高速鉄道事業、ニュータウン鉄道事業、都市モノレール事業及び新

交通システム事業の経営基盤の強化を図るための出資に要する経費であ

る。 

（２）繰出しの基準 

建設改良費（ニュータウン鉄道に係る開発者負担金を除く。）の 20％と

する。 

 

４ 地下高速鉄道の建設に要する経費 

（１）趣旨 

地下高速鉄道の資本費負担の軽減を図り、その建設を推進するため、建

設改良費の一部について繰り出すための経費である。 

（２）繰出しの基準 

ア 繰出しの対象は、国庫補助の対象となった地下高速鉄道整備事業に

係る工事又は資産（車両を除く。）の取得に要する経費（総係費及び建

設仮勘定利子を除く。輸送力増強を目的とする大規模改良工事にあっ

ては、その２分の１とする。）に 102％を乗じて得た額の 80％とする。 

イ  繰出しの基準額は、当該建設改良費に 35％を乗じて得た額とする。 

 

５ 地下高速鉄道の緊急整備に要する経費 

（１）趣旨 

地下鉄緊急整備事業実施要綱（平成６年３月 31 日付け鉄財第 98 号、

自治企一第 37号）による地下鉄緊急整備計画に基づき実施する路線の整

備に係る建設改良費の一部について繰り出すための経費である。 

（２）繰出しの基準 

ア 繰出しの対象は、地下鉄緊急整備計画に基づき実施した地下鉄緊急

整備単独事業とする。 

イ 繰出しの基準額は、当該事業費から出資に要する経費を除く額につ

いて発行された企業債に係る元利償還金の３分の２とする。 
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６ ニュータウン鉄道の建設に要する経費 

（１）趣旨 

ニュータウン鉄道の資本費負担の軽減を図り、その建設を推進するた

め、建設改良費の一部について繰り出すための経費である。 

（２）繰出しの基準 

ア 繰出しの対象は、国庫補助の対象となったニュータウン鉄道整備事

業に係る工事又は資産（車両を除く。）の取得に要する経費（総係費、

建設仮勘定利子及び開発者負担金を除く。）の 80％とする。 

イ  繰出しの基準額は、当該建設改良費に 15％を乗じて得た額とする。 

 

７ 地方空港アクセス鉄道の整備に要する経費 

（１）趣旨 

地方空港アクセス鉄道整備事業実施要綱（平成９年４月 21日付け自治

企一第 36号）による地方空港アクセス鉄道整備計画に基づき実施する路

線の整備に係る建設改良費の一部について繰り出すための経費である。 

（２）繰出しの基準 

ア 繰出しの対象は、地方空港アクセス鉄道整備計画に基づき実施する

事業とする。 

イ 繰出しの基準額は、次に掲げる額の合計額とする。 

① 出資に要する経費 

当該事業費の 20％ 

② 建設に要する経費 

当該事業費から出資に要する経費を除く額について発行された企

業債に係る利子支払額の 50％ 

 

８ 地下高速鉄道の利子負担の軽減に要する経費 

（１）趣旨 

地下高速鉄道事業の経営改善を図るための企業債の利子負担の軽減に

要する経費である。 

（２）繰出しの基準 

平成 25年度以降発行した地下鉄事業特例債の元金償還金 

 

９ 地下鉄事業経営健全化対策に要する経費 

（１）趣旨 

「地下鉄事業の経営健全化について」（平成 15年４月 21日付け総財企
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第 70号）に基づく不良債務の解消のための繰出しに要する経費である。 

（２）繰出しの基準 

地下鉄事業経営健全化対策における地下鉄事業経営健全化計画又は地

方公共団体の財政の健全化に関する法律（平成 19 年法律第 94 号）第 23

条に基づく経営健全化計画において、不良債務の解消及びその発生の抑

制を図るために一般会計から繰り入れることとされている額のうち、地

下鉄事業経営健全化対策において地方債をもって財源とすることができ

ることとされている額の範囲内とする。 

 

１０ バス事業の職員に係る共済追加費用の負担に要する経費 

（１）趣旨 

バス事業の職員に係る共済追加費用の負担に要する経費について繰り

出すための経費である。 

（２）繰出しの基準 

バス事業の職員に係る共済追加費用の負担額とする。 

 

１１  バス事業、路面電車事業及び船舶運航事業のバリアフリー化の促進に

要する経費 

（１）趣旨 

バス事業、路面電車事業及び船舶運航事業のバリアフリー化を促進す

るため、バリアフリー型車両及び船舶の導入に要する経費の一部につい

て繰り出すための経費である。 

（２）繰出しの基準 

次に掲げる額の合計額とする。 

ア  国庫補助の対象となったバリアフリー型車両（リフト付きバス車両

に限る。）導入費のうち、一般車両を導入する場合に比して増嵩する額

（国庫補助金を除く。） 

イ バリアフリー型車両導入のために発行された企業債（令和元年度以

前に同意又は許可を得たものに限る。）又はバリアフリー型船舶導入の

ために発行された企業債（平成 30年度以前に同意又は許可を得たもの

に限る。）の元利償還金のうち、一般車両等を導入する場合に比して増

嵩する経費に相当する額 

 

第５ 病院事業 

１ 病院の建設改良に要する経費 

（１）趣旨 
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病院の建設改良費について一般会計が負担するための経費である。 

（２）繰出しの基準 

病院の建設改良費（当該病院の建設改良に係る企業債及び国庫（県）補

助金等の特定財源を除く。以下同じ。）及び企業債元利償還金（ＰＦＩ事

業に係る割賦負担金を含む。以下同じ。）のうち、その経営に伴う収入を

もって充てることができないと認められるものに相当する額（建設改良

費及び企業債元利償還金の２分の１（ただし、平成 14年度までに着手し

た事業に係る企業債元利償還金にあっては３分の２）を基準とする。）と

する。 

 

２ へき地医療の確保に要する経費 

（１）趣旨 

へき地における医療の確保を図るために必要な経費について、一般会

計が負担するための経費である。 

（２）繰出しの基準 

ア 地域において中核的役割を果している病院による巡回診療、へき地

診療所等への応援医師又は代診医師の派遣及び訪問看護に要する経費

等のうち、その経営に伴う収入をもって充てることができないと認め

られるものに相当する額とする。 

イ 遠隔医療システムの運営に要する経費のうち、その経営に伴う収入

をもって充てることができないと認められるものに相当する額とす

る。 

 

３ 不採算地区病院の運営に要する経費 

（１）趣旨 

不採算地区病院（不採算地区（当該病院の所在地から最寄りの一般病院

までの到着距離が 15キロメートル以上又は直近の国勢調査に基づく当該

病院の所在地の半径５キロメートル以内の人口が 10万人未満の地区をい

う。以下同じ。）に所在する病院であって、許可病床数が 150床未満（感

染症病床を除く。）のもの。）の運営に要する経費について、一般会計が負

担するための経費である。 

（２）繰出しの基準 

不採算地区病院の運営に要する経費のうち、その経営に伴う収入をも

って充てることができないと認められるものに相当する額とする。 

 

４ 不採算地区に所在する中核的な病院の機能の維持に要する経費 
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（１）趣旨 

不採算地区に所在する中核的な病院の機能を維持するための経費につ

いて、一般会計が負担するための経費である。 

（２）繰出しの基準 

不採算地区に所在する許可病床数が 100 床以上 500 床未満（感染症病

床を除く。）の病院であって、次のア及びイを満たすものについて、その

機能を維持するために特に必要となる経費（３に掲げる経費を除く。）の

うち、その経営に伴う収入をもって充てることができないと認められる

ものに相当する額とする。 

ア 医療法（昭和 23 年法律第 205 号）第 30 条の４第１項に規定する医

療計画（以下「医療計画」という。）において、二次救急医療機関又は

三次救急医療機関として位置付けられていること。 

イ へき地医療拠点病院又は災害拠点病院の指定を受けていること。 

 

５ 結核医療に要する経費 

（１）趣旨 

結核医療の実施に要する経費について、一般会計が負担するための経

費である。 

（２）繰出しの基準 

医療法第７条第２項第３号に規定する結核病床の確保に要する経費の

うち、これに伴う収入をもって充てることができないと認められるもの

に相当する額とする。 

 

６ 精神医療に要する経費 

（１）趣旨 

精神医療の実施に要する経費について、一般会計が負担するための経

費である。 

（２）繰出しの基準 

医療法第７条第２項第１号に規定する精神病床の確保に要する経費の

うち、これに伴う収入をもって充てることができないと認められるもの

に相当する額とする。 

 

７ 感染症医療に要する経費 

（１）趣旨 

感染症医療の実施に要する経費について、一般会計が負担するための

経費である。 
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（２）繰出しの基準 

医療法第７条第２項第２号に規定する感染症病床の確保に要する経費

のうち、これに伴う収入をもって充てることができないと認められるも

のに相当する額とする。 

 

８ リハビリテーション医療に要する経費 

（１）趣旨 

リハビリテーション医療の実施に要する経費について、一般会計が負

担するための経費である。 

（２）繰出しの基準 

リハビリテーション医療の実施に要する経費のうち、これに伴う収入

をもって充てることができないと認められるものに相当する額とする。 

 

９ 周産期医療に要する経費 

（１）趣旨 

周産期医療の実施に要する経費について、一般会計が負担するための

経費である。 

（２）繰出しの基準 

周産期医療の用に供する病床の確保に要する経費のうち、これに伴う

収入をもって充てることができないと認められるものに相当する額とす

る。 

 

１０ 小児医療に要する経費 

（１）趣旨 

小児医療の実施に要する経費について、一般会計が負担するための経

費である。 

（２）繰出しの基準 

小児医療（小児救急医療を除く。）の用に供する病床の確保に要する経

費のうち、これに伴う収入をもって充てることができないと認められる

ものに相当する額とする。 

 

１１  救急医療の確保に要する経費 

（１）趣旨 

救急医療の確保に要する経費について、一般会計が負担するための経

費である。 

（２）繰出しの基準 
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ア 救急病院等を定める省令（昭和 39年厚生省令第８号）第２条の規定

により告示された救急病院（以下「救急告示病院」という。）又は「救

急医療対策の整備事業について」（昭和 52 年７月６日付け医発第 692

号）に基づく救命救急センター若しくは小児救急医療拠点病院又は小

児救急医療支援事業を実施する病院における医師等の待機及び空床の

確保等救急医療の確保に必要な経費に相当する額とする。 

イ 次に掲げる病院が災害時における救急医療のために行う施設（通常

の診療に必要な施設を上回る施設）の整備（耐震改修を含む。）に要す

る経費に相当する額とする。 

① 医療計画に定められている災害拠点病院及び災害拠点精神科病院

（以下「災害拠点病院等」という。） 

② 地震防災対策特別措置法に基づく地震防災緊急事業五箇年計画に

定められた耐震化を必要とする病院及び土砂災害危険箇所に所在す

る病院 

③ 救命救急センター、病院群輪番制病院、小児救急医療拠点病院、小

児救急医療支援事業参加病院、共同利用型病院等 

ウ 災害拠点病院等又は救急告示病院が災害時における救急医療のため

に行う診療用具、診療材料、薬品、水及び食料等（通常の診療に必要な

診療用具、診療材料、薬品、水及び食料等を上回るものをいう。）の備

蓄に要する経費に相当する額とする。 

 

１２  高度医療に要する経費 

（１）趣旨 

高度な医療で採算をとることが困難であっても、公立病院として行わ

ざるを得ないものの実施に要する経費について、一般会計が負担するた

めの経費である。 

（２）繰出しの基準 

高度な医療の実施に要する経費のうち、これに伴う収入をもって充て

ることができないと認められるものに相当する額とする。 

 

１３  公立病院附属看護師養成所の運営に要する経費 

（１）趣旨 

公立病院附属看護師養成所の運営に要する経費について、一般会計が

負担するための経費である。 

（２）繰出しの基準 

公立病院附属看護師養成所において看護師を養成するために必要な経
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費のうち、その運営に伴う収入をもって充てることができないと認めら

れるものに相当する額とする。 

 

１４ 院内保育所の運営に要する経費 

（１）趣旨 

病院内保育所の運営に要する経費について一般会計が負担するための

経費である。 

（２）繰出しの基準 

病院内保育所の運営に要する経費のうち、その運営に伴う収入をもっ

て充てることができないと認められるものに相当する額とする。 

 

１５  公立病院附属診療所の運営に要する経費 

（１）趣旨 

公立病院附属診療所の運営に要する経費について、一般会計が負担す

るための経費である。 

（２）繰出しの基準 

公立病院附属診療所の運営に要する経費のうち、その経営に伴う収入

をもって充てることができないと認められるものに相当する額とする。 

 

１６  保健衛生行政事務に要する経費 

（１）趣旨 

集団検診、医療相談等保健衛生に関する行政として行われる事務に要

する経費について、一般会計が負担するための経費である。 

（２）繰出しの基準 

集団検診、医療相談等に要する経費のうち、これに伴う収入をもって充

てることができないと認められるものに相当する額とする。 

 

１７  経営基盤強化対策に要する経費 

（１）医師及び看護師等の研究研修に要する経費 

ア  趣旨 

医師及び看護師等の研究研修に要する経費の一部について繰り出す

ための経費である。 

イ  繰出しの基準 

医師及び看護師等の研究研修に要する経費の２分の１とする。 

（２）保健･医療･福祉の共同研修等に要する経費 

ア 趣旨 
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病院が中心となって行う保健･福祉等一般行政部門との共同研修･共

同研究に要する経費の一部について繰り出すための経費である。 

イ 繰出しの基準 

病院が中心となって行う保健･福祉等一般行政部門との共同研修･共

同研究に要する経費の２分の１とする。 

（３）病院事業会計に係る共済追加費用の負担に要する経費 

ア  趣旨 

病院事業会計に係る共済追加費用の負担に要する経費の一部につい

て繰り出すための経費である。 

イ  繰出しの基準 

当該年度の４月１日現在の職員数が地方公務員等共済組合法の長期

給付等に関する施行法（昭和 37年法律第 153号。以下「施行法」とい

う。）の施行の日における職員数に比して著しく増加している病院事業

会計（施行法の施行日以降に事業を開始した病院事業会計を含む。）に

係る共済追加費用の負担額の一部とする。 

（４）公立病院経営強化の推進に要する経費 

ア 趣旨 

「公立病院経営強化の推進について」（令和４年３月 29 日付け総財

準第 72号）に基づく公立病院経営強化プラン（以下「経営強化プラン」

という。）の実施に伴い必要な経費の一部について繰り出すための経費

である。 

イ 繰出しの基準 

① 経営強化プランの策定並びに実施状況の点検、評価及び公表に要

する経費とする。 

② 経営強化プラン（当分の間、「公立病院改革ガイドラインについて」

（平成 19年 12月 24日付け総財経第 134号）に基づく公立病院改革

プラン及び「公立病院改革の推進について」（平成 27年３月 31日付

け総財準第 59号）に基づく新公立病院改革プランを含む。以下③及

び④において同じ。）に基づく公立病院の機能分化・連携強化等に伴

い必要となる施設の除却等に要する経費及び施設の除却等に係る企

業債元利償還金のうち、その経営に伴う収入をもって充てることが

できないと認められるものに相当する額とする。 

③ 経営強化プランに基づく機能分化・連携強化等に伴い、新たな経営

主体の設立又は既存の一部事務組合若しくは広域連合への加入に伴

い経営基盤を強化し、健全な経営を確保するために要する額のうち、

その経営に伴う収入をもって充てることができないと認められるも
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のに対する出資に要する経費（④の経費を除く。）とする。 

④ 経営強化プランに基づく公立病院の機能分化・連携強化等に伴い、

新たに必要となる建設改良費及び企業債元利償還金のうち、その経

営に伴う収入をもって充てることができないと認められるものに相

当する額（第５の１(2)の基準にかかわらず、建設改良費及び企業債

元利償還金の３分の２を基準とする。）とする。 

⑤ 持続可能な質の高い地域医療提供体制の確保に向け病床機能の見

直しに取り組む公立病院を支援するために、総務省及び当該見直し

に関して専門的知見を有する者が連携して行う事業（公立病院医療

提供体制確保支援事業）として実施される経営支援の活用に要する

経費の２分の１とする。 

（５）医師等の確保対策に要する経費 

ア  医師の勤務環境の改善に要する経費 

（ア）趣旨 

公立病院に勤務する医師の勤務環境の改善に要する経費の一部に

ついて繰り出すための経費である。 

（イ）繰出しの基準 

国家公務員である病院等勤務医師について講じられる措置を踏ま

えて行う公立病院に勤務する医師の勤務環境の改善に要する経費の

うち、経営に伴う収入をもって充てることが客観的に困難であると

認められるものに相当する額とする。 

イ  医師等の派遣等に要する経費 

（ア）趣旨 

公立病院及び公立診療所並びに公的病院等（日本赤十字社、社会福

祉法人恩賜財団済生会、社会福祉法人北海道社会事業協会、厚生農業

協同組合連合会、国民健康保険団体連合会、普通国民健康保険組合、

公益社団法人、公益財団法人、社会福祉法人、学校法人、社会医療法

人、健康保険組合、国家公務員共済組合連合会又は公立学校共済組合

が開設した病院及び診療所をいう。以下同じ。）における医師、看護

師、薬剤師、臨床検査技師その他の医療従事者（以下「医師等」とい

う。）の確保を図るため、これらの医療機関への医師等の派遣及び医

師等の派遣を受けることに要する経費について繰り出すための経費

（２に掲げる経費を除く。）である。 

（イ）繰出しの基準 

① 公立病院及び公立診療所への医師等の派遣に要する経費とす

る。 
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② 不採算地区に所在する又は救急医療を担う公的病院等（病院に

あっては、「地域医療構想を踏まえた「公的医療機関等 2025 プラ

ン」策定について」（平成 29年８月４日付け医政発 0804第２号）

に基づく「公的医療機関等 2025プラン」を策定しているものに限

り、診療所にあっては、医療法第 30条の４第２項第７号に規定す

る地域医療構想（以下「地域医療構想」という。）を踏まえた病院

の役割・機能の見直しに伴い診療所化したもの（地域医療構想の制

度化前において国の施策を踏まえて診療所化したものを含む。）で

あって、医療計画において、同項第４号又は第５号に規定する事項

の対応医療機関として位置付けられているものに限る。）への医師

等の派遣に要する経費とする。 

③ 公立病院及び公立病院附属診療所において医師等の派遣を受け

ることに要する経費とする。 

ウ 遠隔医療システムの導入に要する経費 

（ア）趣旨 

遠隔医療システムの導入に要する経費（企業債をもって財源とす

ることができるものを除く。）について繰り出すための経費である。 

（イ）繰出しの基準 

遠隔医療システムの導入に要する経費（企業債をもって財源とす

ることができるものを除く。）とする。 

 

第６ 簡易水道事業 

１ 簡易水道の建設改良に要する経費 

（１）趣旨 

簡易水道事業の資本費負担の軽減を図るため、建設改良費の一部につ

いて繰り出すための経費である。 

（２）繰出しの基準 

繰出しの対象となる経費は次に掲げる額の合計額とする。 

ア 令和３年度以降に実施した建設改良に係る企業債元利償還金の 100

分の 55 

イ 令和２年度までに実施した建設改良に係る企業債元利償還金(３の

簡易水道未普及解消緊急対策事業に係る企業債元利償還金を除く。)の

２分の１ 

ただし、平成 14年度から令和２年度までの各年度に実施した事業に

あっては、簡易水道の建設改良費（当該簡易水道の建設改良に係る国庫

補助金等の企業債以外の特定財源を除く。）の 10％に対する繰出しに代
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えて臨時的に発行した水道事業債の元利償還金に相当する額を加える

ものとする。 

 

２ 簡易水道の高料金対策に要する経費 

（１）趣旨 

自然条件等により建設改良費が割高のため資本費が著しく高額とな

り、高水準の料金設定をせざるを得ない簡易水道事業について、料金格差

の縮小に資するため、資本費の一部について繰り出すための経費である。 

（２）繰出しの基準 

ア 繰出しの対象となる簡易水道事業は、前々年度における有収水量１

㎥当たりの資本費が 153 円以上かつ供給単価が 181 円以上の事業のう

ち、前年度末時点で経営戦略を策定している事業とする。 

    ただし、平成 22年国勢調査において人口３万人以上の市町村（構成

市町村の人口合計が３万人以上の一部事務組合及び広域連合を含む。）

が実施する簡易水道事業にあっては、地方公営企業法を適用している

事業に限る。 

イ 繰出しの基準額は、前々年度における有収水量１㎥当たりの資本費

のうち 153 円を超える額に、前々年度における当該事業の年間有収水

量を乗じて得られる額の２分の１とする。 

ただし、海水淡水化施設を保有する簡易水道事業にあっては次に掲

げる額の合計額を加えるものとする。 

① 前年度における当該施設の稼働に要した電気料金 

② 当該年度における逆浸透膜の交換に要した経費 

 

３ 簡易水道未普及解消緊急対策事業に要する経費 

（１）趣旨 

水道未普及地域の解消を図るために実施した配水支管の整備事業に係

る企業債元利償還金の一部について繰り出すための経費である。 

（２）繰出しの基準 

ア 繰出しの対象となる簡易水道事業は、平成 12年度以前に簡易水道未

普及解消緊急対策事業実施要綱（平成 10年４月１日付け厚生省発生衛

第 46 号及び自治企二第 46 号共同通知）による簡易水道未普及解消緊

急対策事業計画に基づき実施した事業とする。 

イ 繰出しの基準額は、当該事業に係る企業債の元利償還金の３分の２

とする。 
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４ 簡易水道の事業統合推進に要する経費 

（１）趣旨 

経営の効率化等を図る観点から簡易水道事業を事業統合するために要

する経費の一部について繰り出すための経費である。 

（２）繰出しの基準 

事業統合推進に要する経費の２分の１とする。 

 

５ 地方公営企業法の適用に要する経費 

（１）趣旨 

経理内容の明確化、透明性の向上等を図る観点から簡易水道事業への

地方公営企業法の適用を推進するため、地方公営企業法の適用に要する

経費の一部について繰り出すための経費である。 

（２）繰出しの基準 

繰出しの対象となる経費は次に掲げる額の合計額とする。 

ア 地方公営企業法の適用に要する経費に係る企業債（令和３年度以降

に同意又は許可を得たものに限る。）元利償還金の 100分の 55 

イ 地方公営企業法の適用に要する経費に係る企業債（令和２年度以前

に同意又は許可を得たものに限る。）元利償還金の２分の１ 

 

第７ 市場事業 

１ 市場における業者の指導監督等に要する経費 

（１）趣旨 

卸売市場内の取引の公正を期するため、業者の指導監督に要する経費

等の一部について繰り出すための経費である。 

（２）繰出しの基準 

現場取引、卸売人の業務及び経理等に対する指導監督、その他流通改善

対策等に要する経費として当該年度における営業費用の 30％とする。 

 

２ 市場の建設改良に要する経費 

（１）趣旨 

卸売市場の建設に伴う資本費の増嵩に対処するため、企業債の元利償

還金の一部について繰り出すための経費である。 

（２）繰出しの基準 

市場施設の建設改良に係る企業債の元利償還金（ただし、利子支払額に

ついては、平成４年度以降に同意又は許可を得たものに限る。また、ＰＦ

Ｉ事業に係る割賦負担金を含む。）の２分の１とする。 
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第８ 下水道事業 

１ 雨水処理に要する経費 

（１）趣旨 

雨水処理に要する経費について繰り出すための経費である。 

（２）繰出しの基準 

雨水処理に要する資本費及び維持管理費に相当する額とする。 

 

２ 分流式下水道等に要する経費 

（１）趣旨 

分流式下水道（「公共下水道事業繰出基準の運用について」（昭和 56年

６月５日付け自治準企第 153号）に基づくものをいう。）等に要する資本

費の一部について繰り出すための経費である。 

（２）繰出しの基準 

分流式の公共下水道（特定公共下水道及び特定環境保全公共下水道を

除く。）並びに特定公共下水道、特定環境保全公共下水道、流域下水道、

農業集落排水施設、漁業集落排水施設、林業集落排水施設、簡易排水施設、

特定地域生活排水処理施設、小規模集合排水処理施設及び個別排水処理

施設に要する資本費のうち、その経営に伴う収入をもって充てることが

できないと認められるものに相当する額とする。 

 

３ 流域下水道の建設に要する経費 

（１）趣旨 

広域的な水質保全を図る観点から流域下水道（下水道法（昭和 33年法

律第 79号）第２条第４号イに該当するものに限る。）の整備を推進するた

め、建設改良費の一部について繰り出すための経費である。 

（２）繰出しの基準 

都道府県にあっては、流域下水道の当該年度の建設改良費から当該建

設改良に係る国庫補助金及び市町村からの建設費負担金を控除した額の

40％（単独事業に係るものにあっては 10％）、市町村にあっては、都道府

県の流域下水道に対して支出した建設費負担金の 40％（単独事業に係る

ものにあっては 10％）とする。ただし、平成 12年度から令和５年度まで

の各年度に実施する事業にあっては、繰出しに代えて臨時的に発行する

下水道事業債の元利償還金に相当する額とする。 

 

４ 下水道に排除される下水の規制に関する事務に要する経費 
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（１）趣旨 

公共用水域の水質保全に資するために行う下水道に排除される下水の

規制に関する事務に要する経費について繰り出すための経費である。 

（２）繰出しの基準 

特定施設の設置の届出の受理、計画変更命令、改善命令等に関する事

務、排水設備等の検査に関する事務及び除害施設に係る指導監督に関す

る事務（専ら下水道の施設又は機能の保全のために行う事務を除く。）に

要する経費に相当する額とする。 

 

５ 水洗便所に係る改造命令等に関する事務に要する経費 

（１）趣旨 

水洗便所に係る改造命令等に関する事務に要する経費の一部について

繰り出すための経費である。 

（２）繰出しの基準 

水洗便所への改造命令及び排水設備に係る監督処分に関する事務に要

する経費の２分の１とする。 

 

６ 不明水の処理に要する経費 

（１）趣旨 

不明水の処理に要する経費について繰り出すための経費である。 

（２）繰出しの基準 

計画汚水量を定めるときに見込んだ地下水量を超える不明水の処理に

要する維持管理費に相当する額とする。 

 

７ 高度処理に要する経費 

（１）趣旨 

下水の高度処理に要する経費の一部について繰り出すための経費であ

る。 

（２）繰出しの基準 

下水の高度処理に要する資本費及び維持管理費（特定排水に係るもの

を除く｡）に相当する額の一部（２分の１を基準とする｡）とする。 

 

８ 高資本費対策に要する経費 

（１）趣旨 

自然条件等により建設改良費が割高のため資本費が著しく高額となっ

ている下水道事業について、資本費負担の軽減を図ることにより経営の
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健全性を確保することを目的として、資本費の一部について繰り出すた

めの経費である。 

（２）繰出しの基準 

ア 繰出しの対象となる下水道事業は、前年度末時点で経営戦略を策定

している次の事業とする。 

ただし、平成 22年国勢調査において人口３万人以上の市町村（構成

市町村の人口合計が３万人以上の一部事務組合及び広域連合を含む。）

が実施する公共下水道及び特定環境保全公共下水道にあっては、地方

公営企業法を適用している事業に限る。 

（ア）供用開始 30年未満の下水道事業（特定公共下水道及び流域下水道

を除く。）のうち前々年度における有収水量１㎥当たりの算定対象資

本費（資本費から、雨水処理に要する資本費及び分流式下水道等に要

する資本費に処理区域内人口密度の段階等に応じ次の表に定める率

を乗じて得た額を控除した額とする。）が 48 円以上かつ有収水量１

㎥当たりの使用料が 150円以上の事業 

 

処理区域内人口密度（人/ha） 乗率 

25未満   0.6 

25以上 50未満 0.5 

50以上 75未満 0.4 

75以上 100未満  0.3 

100以上 0.2 

特定環境保全公共下水道等 0.6 

※ 特定環境保全公共下水道等とは、特定環境保全公共下水道、農業

集落排水施設、漁業集落排水施設、林業集落排水施設、簡易排水施

設、特定地域生活排水処理施設、小規模集合排水処理施設及び個別

排水処理施設をいう。 

 

（イ）複数の下水道事業が事業統合をした下水道事業であって、平成 30

年４月２日から令和４年３月 31日までの間に統合後の供用を開始し

たもののうち、統合前の下水道事業が（ア）を満たす場合（この場合

において、（ア）中「前々年度」とあるのは「統合前年度」と読み替

えるものとする。） 

（ウ）「汚水処理の事業運営に係る「広域化・共同化計画」の策定につい

て」（平成 30 年１月 17 日付け総財準第１号、29 農振第 1698 号、29

水港第 2464 号、国下事第 56 号、環循適発第 1801171 号）により策
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定した「広域化・共同化計画」に基づき、複数の下水道事業が事業統

合をした下水道事業（一部の処理区を他事業に統合した場合を含

む。）であって、令和４年４月１日以降に統合後の供用を開始したも

ののうち、統合前の接続元下水道事業が（ア）を満たす場合（この場

合において、（ア）中「前々年度」とあるのは「統合前年度」と読み

替えるものとする。） 

イ 繰出しの基準額は、次に掲げる額の合計額とする。 

（ア）ア（ア）に該当する事業については、前々年度における有収水量１

㎥当たりの算定対象資本費のうち 48円を超える額（次の表に定める

算定対象資本費の段階ごとに、それぞれの段階に応じて定める率を

乗じて得た額の合算額）に、前々年度における年間有収水量を乗じて

得た額とする。ただし、前々年度における有収水量１㎥当たりの使用

料が 206 円未満の場合、当該使用料を 206 円で除して得た率を乗じ

て得た額 

 

地方公営企業法を適用している

企業 

地方公営企業法を適用しない企

業 

算定対象資本費（円/㎥） 乗率 算定対象資本費（円/㎥） 乗率 

48以上 72未満 0.8 48以上 72未満 0.8 

72以上 144未満 0.85 72以上 288未満 0.85 

144以上 0.95 288以上 0.95 

 

（イ）ア（イ）に該当する事業については、統合前の下水道事業がなお統

合前の処理区域をもって存続した場合に（ア）により算定した基準額

（この場合において、（ア）中「前々年度」とあるのは「統合前年度」

と読み替えるものとする。）の合計額から複数の下水道事業が事業統

合をした下水道事業に係る（ア）により算定した基準額（基準額が生

じない場合は０）を控除した額に、次の表の率を乗じて得た額 

 

経過年度の区分 乗率 

供用を開始した日の属する年度の翌年度から起

算して１年目から５年目までの年度 
1.0 

供用を開始した日の属する年度の翌年度から起

算して６年目の年度 
0.9 

供用を開始した日の属する年度の翌年度から起

算して７年目の年度 
0.7 
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供用を開始した日の属する年度の翌年度から起

算して８年目の年度 
0.5 

供用を開始した日の属する年度の翌年度から起

算して９年目の年度 
0.3 

供用を開始した日の属する年度の翌年度から起

算して 10年目の年度 
0.1 

 

（ウ）ア（ウ）に該当する事業のうち、統合前の接続元下水道事業が供用

を開始した日の属する年度の翌年度から起算して、20 年目以降に統

合後の供用を開始したものについては、統合前の下水道事業がなお統

合前の処理区域をもって存続した場合に（ア）により算定した基準額

（この場合において、（ア）中「前々年度」とあるのは「統合前年度」

と読み替えるものとする。）の合計額から複数の下水道事業が事業統

合をした下水道事業（一部の処理区を他事業に統合した場合を含む。）

に係る（ア）により算定した基準額（一部の処理区を統合した場合に

あっては、接続元下水道事業（存続した部分）に係る（ア）により算

定した基準額を含む。基準額が生じない場合は０）を控除した額に、

(イ)の表の率を乗じて得た額 

（エ）ア（ウ）に該当する事業のうち、統合前の接続元下水道事業が供用

を開始した日の属する年度の翌年度から起算して、20 年目に達する

までに統合後の供用を開始したものについては、統合前の下水道事業

がなお統合前の処理区域をもって存続した場合に（ア）により算定し

た基準額（この場合において、（ア）中「前々年度」とあるのは「統合

前年度」と読み替えるものとする。）の合計額から複数の下水道事業

が事業統合をした下水道事業（一部の処理区を他事業に統合した場合

を含む。）に係る（ア）により算定した基準額（一部の処理区を統合し

た場合にあっては、接続元下水道事業（存続した部分）に係る（ア）

により算定した基準額を含む。基準額が生じない場合は０）を控除し

た額に、次の表の率を乗じて得た額 

 

経過年度の区分 乗率 

供用を開始した日の属する年度

の翌年度から起算して１年目か

ら５年目までの年度 

 

供用を開始した日の属する年度

の翌年度から起算して６年目か

 

 

1.0 

１- 

      

α - (β+5) 

30 - (β+5)  
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ら統合前の接続元下水道事業が

供用を開始した日の属する年度

の翌年度から起算して 29年目ま

での年度 

α： 統合前の接続元下水道事

業が供用を開始した日の属

する年度の翌年度から起算

して当該年度までの年数 

β： 統合前の接続元下水道事

業が供用を開始した日の属

する年度の翌年度から起算

して統合後の供用を開始し

た日の属する年度までの年

数 

 

９ 広域化･共同化に要する経費 

（１）趣旨 

広域化･共同化に要する資本費の一部について繰り出すための経費で

ある。 

（２）繰出しの基準 

ア 平成 30年度以前に発行した下水道事業債（広域化･共同化分）の元利

償還金の 55％に相当する額とする。 

イ 「広域化・共同化計画」に基づき令和元年度以降に実施する広域化･

共同化に要する資本費に次の率を乗じて得た額とする。 

（ア）合流式の公共下水道  7/10 

（イ）分流式の公共下水道 

次に掲げる処理区域内人口密度に応じた率 

① 25人/ha未満であるもの  8/10 

② 25人/ha以上 050人/ha未満であるもの  7/10 

③ 50人/ha以上 075人/ha未満であるもの  6/10 

④ 75人/ha以上 100人/ha未満であるもの    5/10 

⑤ 100人/ha以上であるもの  4/10 

（ウ）公共下水道以外  8/10 

※ 公共下水道以外とは、特定環境保全公共下水道、流域下水道、農

業集落排水施設、漁業集落排水施設、林業集落排水施設、簡易排水

施設及び小規模集合排水処理施設をいう。 

ウ 「広域化・共同化計画」に基づき令和４年度以降に実施する事業のう

ち、公共下水道等（流域下水道を除く。）を流域下水道へ接続するため

に市町村（下水道事業を経営する一部事務組合を含む。）が実施する施

設等の整備事業については、資本費にイで定める率に 1/10を加えた率
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を乗じて得た額とする。 

 

１０ 地方公営企業法の適用に要する経費 

（１）趣旨 

経理内容の明確化、透明性の向上等を図る観点から下水道事業への地

方公営企業法の適用を推進するため、地方公営企業法の適用に要する経

費の一部について繰り出すための経費である。 

（２）繰出しの基準 

地方公営企業法の適用に要する経費に充当した下水道事業債の元利償

還金のうち、その経営に伴う収入をもって充てることができないと認め

られるものに相当する額とする。 

 

１１  小規模集合排水処理施設整備事業に要する経費 

（１）趣旨 

小規模集合排水処理施設整備事業実施要綱（平成６年２月 24日付け自

治準企第５号）により整備される汚水等を集合的に処理する施設等の建

設改良費の一部について繰り出すための経費である。 

（２）繰出しの基準 

建設改良に要する経費の 30％とする。 

ただし、平成９年度から令和５年度までの各年度に実施する事業にあ

っては、繰出しに代えて臨時的に発行する下水道事業債の元利償還金に

相当する額とする。 

 

１２  個別排水処理施設整備事業に要する経費 

（１）趣旨 

個別排水処理施設整備事業実施要綱（平成６年２月 24日付け自治準企

第７号）により整備される個別合併処理浄化槽の建設改良費の一部につ

いて繰り出すための経費である。 

（２）繰出しの基準 

建設改良に要する経費の 30％とする。 

ただし、平成９年度から令和５年度までの各年度に実施する事業にあ

っては、繰出しに代えて臨時的に発行する下水道事業債の元利償還金に

相当する額とする。 

 

１３  下水道事業債（特別措置分）の償還に要する経費 

（１）趣旨 
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平成 18年度の下水道事業に係る地方財政措置の変更に伴い発行した下

水道事業債（特別措置分）の元利償還金について繰り出すための経費であ

る。 

（２）繰出しの基準 

下水道事業債（特別措置分）の元利償還金に相当する額とする。 

 

１４ その他 

（１）趣旨 

下水道普及特別対策要綱（平成８年４月１日付け自治準企第 93号）に

より実施された事業に係る下水道事業債（普及特別対策分）並びに緊急下

水道整備特定事業実施要綱（平成８年４月１日付け建設省都下公発第 145

号及び自治準第 90号共同通知）及び農業集落排水緊急整備事業実施要綱

（平成５年４月１日付け５構改Ｄ第 41号及び自治準企第 90号共同通知）

により実施された事業に係る下水道事業債（臨時措置分）並びに平成５年

度の国庫補助負担率の恒久化に伴い、平成 12 年度までに許可された下水

道事業債（特例措置分）の元利償還金について繰り出すための経費であ

る。 

（２）繰出しの基準 

ア 下水道事業債（普及特別対策分）の元利償還金の 55％に相当する額

とする。 

イ 下水道事業債（臨時措置分）及び下水道事業債（特例措置分）の元利

償還金に相当する額とする。 

 

第９  港湾整備事業 

離島における旅客上屋の整備に要する経費 

（１）趣旨 

離島における旅客上屋の整備促進を図るため、企業債元利償還金の一

部について繰り出すための経費である。 

（２）繰出しの基準 

離島における旅客上屋の建設改良に係る企業債の元利償還金の２分の

１とする。 

 

第１０ その他 

１ 駐車場の整備促進に要する経費 

（１）趣旨 

都市機能の確保、商店街振興等の観点から公営駐車場の整備促進を図
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るため、駐車場の建設費等の一部について繰り出すための経費である。 

（２）繰出しの基準 

平成 21年度までに建設に着手した駐車場の整備事業（「平成 21年度の

地方公営企業の繰出金について」（平成 21 年４月 24 日付け総財公第 69

号）の第１１（２）アに規定する駐車場の整備事業であって、建設時にお

いて地方公営企業法を適用していなかったものに限る。）の建設費に係る

企業債の利子支払額の 10分の８とする。 

 

２ 公共施設等運営権方式の導入に要する経費 

（１）趣旨 

民間の資金・ノウハウを導入し、公共施設の整備等における公共性及び

安全性を確保しつつ、効果的・効率的なインフラ整備・運営を可能とする

ため、公共施設等運営権方式を導入する場合にその準備に要する経費の

一部について繰り出すための経費である。 

（２）繰出しの基準 

国庫補助事業の対象となった公共施設等運営権方式の導入に要する経

費（国庫補助金等の特定財源を除く）の２分の１とする。 

 

３ 地方公営企業職員に係る基礎年金拠出金に係る公的負担に要する経費  

（１）趣旨 

地方公営企業の経営健全化に資するため、地方公営企業職員に係る基

礎年金拠出金に係る公的負担に要する経費の全部又は一部について繰り

出すための経費である。 

（２）繰出しの基準 

ア 繰出しの対象となる事業は、地方公営企業法の全部又は一部を適用

している事業で、前々年度において経常収益（基礎年金拠出金に係る公

的負担に要する経費として一般会計から当該事業に係る特別会計に繰

り入れられた額を除く。）の経常費用に対する不足額（以下「経常収支

の不足額」という。）を生じているもの又は前年度において繰越欠損金

があるものとする。 

イ 繰出しの基準額は、アの事業の職員に係る基礎年金拠出金に係る公

的負担額（前々年度における経常収支の不足額又は前年度における繰

越欠損金のいずれか多い額を限度とする。）とする。 

 

４ 地方公営企業職員に係る児童手当に要する経費 

（１）趣旨 
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地方公営企業職員に係る児童手当法（昭和 46 年法律第 73 号）に規定

する児童手当の給付に要する経費の一部について繰り出すための経費で

ある。 

（２）繰出しの基準 

繰出しの対象となる経費は、次に掲げる地方公営企業職員に係る児童

手当の給付に要する経費の合計額とする。 

ア ３歳に満たない児童に係る給付に要する経費（ウに掲げる経費を除

く。）の 15分の８ 

イ ３歳以上中学校修了前の児童に係る給付に要する経費（ウに掲げる

経費を除く。） 

ウ 児童手当法附則第２条に規定する給付に要する経費 

 

５  臨時財政特例債の償還に要する経費 

（１）趣旨 

臨時財政特例債の元利償還金について繰り出すための経費である。 

（２）繰出しの基準 

公営企業会計において発行した臨時財政特例債の元利償還金に相当す

る額とする。 

 

６ 地方公営企業法の適用に要する経費（簡易水道事業及び下水道事業を除

く。） 

（１）趣旨 

経理内容の明確化、透明性の向上等を図る観点から地方公営企業法の

適用を推進するため、地方公営企業法の適用に要する経費の一部につい

て繰り出すための経費である。 

（２）繰出しの基準 

地方公営企業法の適用に要する経費に係る企業債元利償還金の２分の

１とする。 

 

７ 新型コロナウイルス感染症に係る減収対策のために発行する資金手当債

の利子負担の軽減に要する経費 

（１）趣旨 

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のための取組に伴う利用者

の減少等により資金不足の発生又は拡大が見込まれる地方公営企業が発

行する資金手当のための公営企業債（以下「特別減収対策企業債」とい

う。）の利子負担の軽減に要する経費である。 
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（２）繰出しの基準 

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のための取組に伴う利用者

の減少等により、当該年度末に資金不足額が発生又は拡大すると見込ま

れる団体が発行した特別減収対策企業債の償還利子の２分の１とする。 

 

８ 公営企業の脱炭素化の取組に要する経費 

（１） 趣旨 

「地球温暖化対策計画」（令和３年 10月 22 日閣議決定）を踏まえ、公

営企業の脱炭素化を推進するため、公営企業の脱炭素化の取組に要する

経費について繰り出すための経費である。 

（２） 繰出しの基準 

企業債（脱炭素化推進事業）の元利償還金（電動バスの導入に係る元利

償還金を除く。上水道事業、工業用水道事業、電気事業・ガス事業にあっ

ては、企業債（脱炭素化推進事業）の対象となる経費）に相当する額及び

バス事業における電動バス導入費のうち、一般車両を導入する場合に比

して増嵩する額とする。 

 

第１１ 留意事項 

再生可能エネルギー固定価格買取制度等による売電事業に要する経費の取

扱い 

再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法（平成 23年法律

第 108 号）に基づく再生可能エネルギーの固定価格買取制度等の認定を受け

売電を目的とする事業に要する経費は、第１から第１０までに掲げる経費に

は含めないものとする。 


